
【特徴】 
・精神科病院の訪問看護、障害福祉サービ
ス事業所等による単一職種による訪問 
・病院、事業所等の開設時間のみの対応が
多い 
・精神科病院実施の場合、自院以外の患者
を対象としない 
・病状悪化者の場合、入院を前提としたアプ
ローチになりがち 

【主な対象者】 
・本人や家族から訪問等の了解が得られた者 
・比較的状態が落ち着いている者 
・医療や福祉サービスにつながってる者 
・行政機関等から訪問依頼を受けた者 
 

【具体的な支援内容】 
・服薬支援 
・障害福祉サービスの紹介等 

【主な対象者】 
①受療中断者 ②未受診者 ③ひきこもり状態の者  
④長期入院の後退院し、病状が不安定な者  
 ※当分の間は主診断名が統合失調症圏、重度の気分障
害圏、認知症による周辺症状がある者（疑含み）を主たる対
象とする 
 ※精神科病院、精神科診療所の実施の場合は、自院以
外の患者も対応する 
【具体的な支援内容】 
・24時間（休日、夜間含）、対象者及び家族へ迅速な訪問、
相談対応 
・ケアマネジメントの技法を用いた多職種チームによる支援 
・関係機関との連絡、調整及びケア会議の開催 

【特徴】 
・医療や福祉サービスにつながっていない段階から
のアウトリーチ（訪問）による支援を行う 
・医療と日常生活の支援の両側面からの支援（協力
医の確保） 
・24時間相談対応可能（対象者及びその家族、関係
機関に限る） 
・状況に応じ、地域の関係職員もチームに加え対応 
・家族への支援等についても対応可能 
・病状悪化者の場合でも、できるだけ入院させず在
宅支援を前提 

           
在宅医療、外来診療等 

（支援の流れ）→ 

新たなアウトリーチ支援 

新たなアウトリーチ支援 

日常生活の支援等 地域生活 
の継続 

従来のアウトリーチ支援 

上記の①～④の状態の者 

新たな取組２ 

15 



 
必要な場合には、夜間・休日でも適切な医療にかかることができるための、 

精神科救急医療体制の構築 

新たな取組３ 

○ 地域で生活を継続するためには、夜間・休日でも、必要なとき 
 に適切な医療にかかることができることが重要。 
 
○ このため、各都道府県は、 
 ・ 24時間365日対応できる精神医療相談窓口及び精神科救急 
  情報センターを設置すること、 
 ・ 各精神科医療機関は継続して診療している自院の患者に夜間 
  ・休日も対応できる体制（ミクロ救急）を確保すること、 
 ・ 救急医療機関との連携強化等により身体疾患を合併する精神 
  疾患患者の受入体制を確保すること、 
 等を推進する。 
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●都道府県は、24時間365日搬送及び受入に対応できる精神科救急医療システムを確保 
●都道府県は、24時間365日対応できる精神医療相談窓口及び精神科救急情報センターを設置 
●各精神科病院は、自院の患者やその関係者等からの相談等に、夜間・休日も、対応できる体制を確保（ミクロ救急体

制の確保） 
●各精神科診療所は、相談窓口や情報センター、外来対応施設等と連携し、自院の患者に関する情報センター等から

の問合せに、夜間・休日も対応できる体制を確保 
●精神保健指定医である診療所の医師は、都道府県等の要請に応じて、当直体制、相談窓口、夜間・休日の外来への

協力等で精神科救急医療体制の確保に協力 

【１】 都道府県が確保すべき精神科救急医療体制 

●縦列モデル：精神症状の治療を優先すべき患者は、必要に応じ身体疾患に対応できる医療機関が診療支援しつつ、精
神科医療機関が対応することを原則 

・ 精神科医療機関と連携医療機関間で転院基準や必要な手続き等についてあらかじめ調整する等により、連携体制を
構築 

・ また、都道府県は、精神科と身体科の両方の関係者が参加する協議会の開催等の取組（GP連携事業）等を推進 
●並列モデル：精神科を有する救急対応可能な総合病院は、精神科の診療協力の下、原則、精神・身体症状の両方とも

中程度以上の患者等を優先して対応する役割を明確化 
・ 精神科を有する救急対応可能な総合病院は、PSW配置の推進、精神科対応の専門チームの配置を検討 
●都道府県は、以上の連携モデルを基本単位とし、地域性を勘案しながら、両者の併存も選択しうることにも留意しつつ、

全医療圏で身体疾患を合併する精神疾患患者の受入体制を確保する 
●精神科と身体科の両方の従事者の対応力向上のためのマニュアル等の作成 

【２】 身体疾患を合併する精神疾患患者の受入体制確保 

新たな取組３ 

◆「精神科救急医療体制に関する検討会」報告書（平成２３年９月３０日） 概要 
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図１ 精神科救急医療施設の利用状況 
    （平成22年度は暫定値） 

図２ 精神科救急医療施設への夜間・休日の 
        受診・入院件数（平成21年度） 

精神科救急事業実績（2009年度）
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【現状と課題】 
 
① 精神疾患患者数は、患者調査によると平成11年の約204万人から平成 
  20年には約323万人に増加。 
 
② 精神科救急情報センターへの電話相談件数や、精神科救急医療施設へ 
  の夜間・休日の受診件数や入院件数（図1、2）は増加し、地域差が大きい。 
 
③ 平成22年度、精神科救急医療圏148カ所、精神科救急医療機関1069カ所。 
  精神保健指定医数は、13,374名おり、病院の常勤医は約6300名となっている。 
 
④ 身体疾患を合併する精神疾患患者は、医療機関への受け入れまでに、通 
  常に比べ長時間を要している。 
 
⑤ うつ病や認知症の増加等により、身体疾患を合併する精神疾患患者が増  
  加傾向。 
 

●各都道府県の精神科救急医療体制整備事業の実施状況等について、定期的に集計を行い公表 
●三次救急の精神科救急医療機関について、治療内容や退院率等について個別医療機関ごとに相互評価できる体制

の推進（医療の質や隔離・身体拘束水準のモニタリング） 
●精神科救急医療システムへの参画、後方支援医療機関として救急医療機関からの依頼に適切に対応していること等

について、精神科医療機関の質の向上につながる評価指標の開発 

【３】 評価指標の導入 

新たな取組３ 

◆「精神科救急医療体制に関する検討会」報告書（平成２３年９月３０日） 概要 
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医療機関の機能分化・連携を進めるため 

医療計画に記載すべき疾病への追加 

新たな取組４ 

○ 精神疾患の患者数が、現行の「４疾病」の患者数よりも多くなって 
 いること等を踏まえ、精神疾患を医療計画に記載すべき疾病に追加 
 し、地域において求められる医療機能、各医療機関等の機能分担 
 や連携体制を明確化、各都道府県における精神疾患に関する医療 
 提供体制の整備を進める。 
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